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店舗面積１０００m2 以上の大規模小売店舗（主にショッピングセンターや量販店） 
の新設（法５条１項）や営業時間の変更等（法６条２項）を行う場合、大規模小

売店舗立地法の届出が必要です。 
弊社では、自治体への事前相談から、関連機関との協議、届出書類の作成、騒音

予測・測定、交通量調査・解析、住民説明会対応まで、トータルに届出手続きを

サポートいたします。 

自 治 体 へ の 事 前 相 談 

（自治体によって、計画概要書を作成する場合もある。） 

建 物 設 置 者 の 届 出 

説明会の開催 ２ヶ月以内 

住民等の意見書提出 

市町村の意見書提出 
４ヶ月以内 

大規模小売店舗立地審議会の審議 

新店等の場合は８ヶ月の開店・変更制限 

意 見 な し 意 見 あ り 

県の意見に伴う対応策の提示 

提示後、２ヶ月の開店・変更制限 

県 の 審 査 

勧告しない 勧告する 

勧告に伴う変更届

 

県の審査 

開  店 ・ 変  更 

事前相談から届出・住民説明会までトータルでサポートします。 
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 ●自治体への事前相談 

自治体へ大規模小売店舗の新設、営業時間の変更等など届出前に事前の相談

をします。自治体によっては計画概要書を作成し、提出いたします。 

 

●関連機関との協議 

都道府県、政令都市、警察など関連機関と協議をいたします。 

 

●届出書類の作成 

各自治体の様式に基づき、届出書類、図面を一式作成いたします。 

 

●騒音予測・測定 

騒音の総合的な予測（等価騒音レベル）、発生する騒音ごとの予測（夜間最大 

値）の予測計算を行います。また、必要に応じて、音源や計画地周辺の騒音

測定を行います。 

 

●交通量調査・解析 

店舗周辺（予定地）の交通量調査を実施いたします。また、交通量調査結果

を元に、交通解析を行います。 

 

●住民説明会対応 

住民説明会の開催、事前準備等、すべて対応いたします。 
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